
           ２５川健障計第７３９号

平成２５年７月８日

 市内短期入所事業所 御中

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課長

短期入所事業の基本報酬の算定について（通知）

日頃、本市障害者福祉事業施策に御尽力を賜り、御礼を申し上げます。

 標記事業の福祉型に係る自立支援給付費請求につきまして、以下の御質問が複数ございましたので、

改めて御周知させていただくべく、通知させていただきますので、お取り扱いの程

問：短期入所の利用者が昼間に養護学校に通学した場合は、Ⅲ型とⅣ型のどちらのサービスコードを

用いればよいか。

 答：福祉型短期入所サービス費について、日中にサービスを提供したかどうかは、昼食の提供を持っ

て判断すること。

 ○添付資料：平成２１年度障害福祉サービス報酬改定に係るＱ＆Ａ（ＶＯＬ.２） （抜粋）
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